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淀川水系水資源開発基本計画とは

法律法律

・・ 水資源開発促進法（昭和３６年１１月）水資源開発促進法（昭和３６年１１月）

昭和３７年２月昭和３７年２月 淀川水系指定淀川水系指定

目的目的

産業の開発又は発展及び都市人口の増加に産業の開発又は発展及び都市人口の増加に
伴い 水を必 と 地域に対する の供 を伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を
確保するため、水源の保全かん養と相まって、確保するため、水源の保全かん養と相まって、
河川の水系における水資源の総合的な開発及河川の水系における水資源の総合的な開発及
び利用の合理化の促進を図り、もって国民経済び利用の合理化の促進を図り、もって国民経済
の成長と国民生活の向上に寄与することを目的の成長と国民生活の向上に寄与することを目的
ととする。

淀川水系水資源開発基本計画とは

水の用途別の需要の見通しと供給の目標水の用途別の需要の見通しと供給の目標

供給の目標を達成するために必要な施設供給の目標を達成するために必要な施設
の建設に関する基本的な事項の建設に関する基本的な事項

その他水資源の総合的な開発及び利用のその他水資源の総合的な開発及び利用の
合理化に関する重要事項合理化に関する重要事項




